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反映状況をみていく。 

 

■全体分野 1 がん対策全般にかかる事項 

 昨年度提案書の推奨施策「がん対策予算の 100 パーセント活用プロジェクト」（1 億円）、

「がん対策ノウハウ普及プロジェクト」（10 億円）については、平成 22 年度予算において

「都道府県がん対策重点推進事業」（約 9.4 億円）にて対応しているとの指摘があるが、こ

れらの推奨施策は都道府県がん対策の推進にあたって、国と都道府県の予算編成上のミス

マッチや、がん対策メニューの均てん化を図るための施策である。一方で上記事業は、「緩

和ケア研修事業」「医療提供体制等の強化」「がん検診実施体制等の強化」「効果的ながん情

報の提供」（昨年度「都道府県がん対策重点推進事業実施要綱」）のために都道府県が実施

する事業であり、反映しているとは言い難い。 

 

 推奨施策「都道府県がん対策実施計画推進基金の設置」（基金額・1000 億円）、「医療従事

者と患者・市民が協働する普及啓発活動支援」（0.8 憶円）、「がん患者によるがんの普及啓

発アクションプラン」（2 億円）についても、「都道府県がん対策重点推進事業」（約 9.4 億

円）にて対応しているとの指摘があるが、これらの推奨施策は患者や市民、医療提供者、

行政、立法、民間、メディア関係者などが、いわば「六位一体」となって取り組むべき施

策であり、がん対策の先進県とされる地域では一定の成果を上げつつある施策であるにも

かかわらず、上記事業にて反映しているとは言い難い。 

 

 推奨施策「がん対策への PDCA（計画、実行、評価、改善）サイクルの導入」（1億円）に

ついては、平成 21（2009）年 10 月末日を提出期限として各都道府県より提出された｢がん

対策に関する主な取組｣（いわゆるアクションプラン）が対応しているとの指摘があるが、

その実行、評価、改善に至るサイクルの担保が不透明であり、アクションプランの提出の

みをもって PDCA サイクルが機能しているとは言い難い。推奨施策「小学生向け資料の全国

民への配布」（30 億円）、「初等中等教育におけるがん教育の推進」（10 億円）についても、

予算措置が不明確であり、厚生労働省と文部科学省の連携も必要である。 

 

■全体分野 2 がん計画の進捗・評価 

昨年度提案書の推奨施策「都道府県がん対策推進協議会などのがん計画の進捗管理」（1

億円）については、平成 22 年度予算案において「都道府県がん対策重点推進事業」（約 9.4

億円）にて対応しているとの指摘があるが、推奨施策は単に都道府県がん対策推進協議会

を開催するのみならず、協議会が主体となって都道府県がん対策推進計画の進捗管理や評

価を行うことを目的としている。一方で上記事業は、「緩和ケア研修事業」「医療提供体制

等の強化」「がん検診実施体制等の強化」「効果的ながん情報の提供」（昨年度「都道府県が

ん対策重点推進事業実施要綱」）のために都道府県が実施する事業であり、反映していると
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は言い難い。 

 

 推奨施策「がん予算策定新プロセス事業」（1 億円）については「がん対策・評価分析経

費」（新規）が計上されており、推奨施策を若干、反映していると考えられる。「質の評価

ができる評価体制の構築」（1 億円）、「分野別施策の進捗管理に利用できる質の評価のため

の指標の開発」（1億円）については、研究費にて対応が予定されているとの指摘があるが、

研究が事業に繋がるかは不明であり、予算案での対応も明らかではない。 

 

■分野 1 放射線療法および化学療法の推進と、医療従事者の育成  

 昨年度提案書の推奨施策「がんに関わる計画的育成」（5億円）については、平成 22 年度

予算案において新規事業として「がん医療に携わる医療従事者の計画的研修事業」（約 1.9

億円）が対応していると考えられる。今後、施策の趣旨の通りに事業が進むのか、見守る

必要がある。 

 

この新規事業は、「我が国における化学療法専門医、放射線治療専門医、病理医をはじめ

とした医療従事者の実態を把握するとともに、国内や海外でのがん罹患率・人口比などの

情報を踏まえつつ、国及び都道府意見がん医療に携わる各医療従事者の必要数や充足状況

を把握し、計画的な養成方策等の検討を行う事業」（委託先：独立行政法人国立がん研究セ

ンター）とされている。医療従事者の計画的な育成に向けて、昨年度提案書の推奨施策が

反映されていると考えられるが、既存事業である「がん専門医臨床研修モデル事業」の増

額（平成 21 年度予算額：約 3.8 億万円→平成 22 年度予算案：約 4 億円）についても見守

る必要がある。 

 

 一方で、推奨施策「がん薬物療法専門家のための e ラーニングシステム」（2 億円）につ

いては、既存の厚生労働省委託事業として一部実施されているが、医療従事者の育成と負

担軽減という観点から見守る必要がある。また、推奨施策「専門資格を取得する医療従事

者への奨学金制度の創設」（10 億円）や「専門・認定看護師への特別報酬」（10 億円）につ

いては、具体的な予算措置に乏しく、医療従事者育成に資する推奨施策（「放射線診断学講

座と放射線治療学講座の分離」〔運営費交付金の増額〕と「医学物理士の育成と制度整備」

〔1 億円〕）については未対応である。がん医療や医療全体に大きな影響を及ぼしている医

療従事者の不足に対しては、アンケートやタウンミーティングでもその解消に向けた要望

が特に強く、推奨施策の実施に向けて早期のさらなる対応が望まれる。 

 

■分野 2 緩和ケア  

昨年度提案書の推奨施策「切れ目のない終末期医療のためのアクションプラン」（1億円）

については、平成 22 年度予算案において新規事業として「がん医療の地域連携強化事業費」
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（約 2.7 億円）が対応しているとの指摘がある。 

 

この新規事業は、「地域の医療機関、緩和ケア病棟、在宅療養支援診療所などの情報を把

握し、がん患者の意向を踏まえた上で、地域の中で利用可能ながん患者にとって適切な医

療サービス等を紹介するため、都道府県ごとに非常勤医師及び看護師からなる地域連携コ

ーディネーターを配置し、がん患者が安心・納得できる体制を構築する事業に対し、財政

支援を行う」（補助先：都道府県、補助率 2 分の 1）とされている。いわゆる「がん難民」

の解消という観点からは、推奨施策の趣旨が反映されている事業であると考えられるが、

推奨施策にて記されている「在宅医療マップ」や「アクションプランの策定」など、より

実効性のある事業とするための仕組みづくりを進めていくことが必要と思われる。 

 

また、緩和医療研修の充実に向けた推奨施策（「がん診療に携わる医療者への緩和医療研

修」〔2億円〕と「緩和医療研修へのベッドサイドラーニング（臨床実習）の推進」〔5億円〕）

については、既存の緩和ケア研修事業で対応しているとは言い難く、緩和ケア体制の構築

に向けた推奨施策（「長期療養病床のがん専門療養病床への活用（モデル事業）」〔10 億円〕

と「緩和医療地域連携ネットワークの IT 化」〔10 億円〕）については、未対応であると考え

られる。がん対策推進基本計画において、重点的に取り組むべき事項とされた「治療の初

期段階からの緩和ケアの実施」に向けて、一層の対応が望まれる。 

 

■分野 3 在宅医療（在宅緩和ケア） 

昨年度提案書の推奨施策「在宅ケア・ドクターネット全国展開事業」については、平成

22 年度予算案における新規事業として「がん医療の地域連携強化事業費」（約 2.7 億円）が、

地域連携強化の観点から対応しているとの指摘があるが、推奨施策は特に在宅診療所のネ

ットワーク形成に焦点を当てたものである。一方で、上記事業は地域の医療機関等の情報

を把握し、地域連携コーディネーターを配置するというものであり、“がん難民”解消への

対応という趣旨は同様であるものの、内容が対応していない。 

 

また、推奨施策「在宅医療関係者に対するがんの教育研修」（1 億円）は、既存事業であ

る「在宅医療推進支援事業」（約 5800 万円）では不十分であり、推奨施策「在宅緩和医療

をサポートする緊急入院病床の確保」（1億円）については、予算案での対応がみられない。

推奨施策「大規模在宅ケア診療所エリア展開システム」（10 億円）と「合同カンファレンス

による在宅医療ネットワーク」（10 億円）については、それぞれ現時点では対応がみられな

い。 

 

推奨施策「介護施設に看取りチームを派遣する際の助成」（10 億円）については、研究費

においての対応も考えられるが、現時点での対応は明確ではない。高齢化社会の進行に伴
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い家族介護力が低下するなど、在宅緩和医療の推進に必要な環境は悪化することが予想さ

れているが、反面その役割は今後ますます大きくなると予想される。在宅緩和医療の高度

専門化や介護との連携が必要とされる中で、在宅緩和医療の推奨施策に関して一層の対応

が望まれる。 

 

■分野 4 診療ガイドラインの作成（標準治療の推進と普及）  

昨年度提案書の推奨施策である、「ベンチマーキング（指標比較）センターによる標準治

療の推進」（15 億円）、「診療ガイドラインの普及啓発プロジェクト」（3 億円）、「副作用に

対する支持療法のガイドライン策定」（1 億円）については、いずれも研究費での対応との

指摘があるが、研究が事業に繋がるかは不明であり、予算案での対応も明らかではない。 

 

国内におけるがん診療ガイドラインの策定は、十分に進んでいない状況にある。ガイド

ラインの把握と公開を行い、学会にその策定を任せるのみならず、第三者的な組織が策定

に関与する仕組みが必要である。また、がん治療の質に関する指標の公開についても、診

療報酬面や制度面での対応と併せて、予算措置での一層の対応が望まれる。 

 

■分野 5 医療機関の整備等（がん診療体制ネットワーク）  

昨年度提案書の推奨施策である「がん診療連携拠点病院制度の拡充」（80 億円）と「医療

機関間の電子化情報共有システムの整備」（23．5億円）については、平成 22 年度予算案に

おいて「都道府県がん対策重点推進事業」（約 9.4 億円）が対応しているとの指摘があるが、

アンケートやタウンミーティングでもその必要性が多く指摘されていた拠点病院制度の見

直しを含むものではなく、反映されているとは言い難い。また、予算案の「がん診療連携

拠点病院の機能強化」に関わる予算額が、昨年度の約 54.1 億円から今年度の約 34.3 億円

へと大幅な減額となっている状況は、予算措置に関わる国の都道府県の連携不足を一因と

するものであり、拠点病院の運営に大きな影響を与える可能性が危惧される。 

 

推奨施策「サバイバーシップ・ケアプラン（がん経験者ケア計画）」（2億円）については、

診療報酬面（特定療養疾患管理料）で一定の対応がみられるとの指摘もあるが、治療計画

は医療機関において一定程度示されるものの、特に医療機関の連携や、在宅療養、フォロ

ーアップに焦点をあてたものは十分ではない。推奨施策「がん患者動態に関する地域実態

調査」（7億円）と「がん診療連携拠点病院の地域連携機能の評価手法の開発」（1億円）に

ついては、前者は予算案における新規事業の「がん対策評価・分析経費」、後者は既存の研

究費にて対応しているとの指摘がある。 

 

しかし、前者は「地域のがん患者がどのような経緯でがん診療体制ネットワーク内を移

行しているのか実態調査を実施」することを目指すものであり、「がん患者や家族といった
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がん対策を真に必要とする立場から評価を受け、その結果を分析する」とされている「が

ん対策評価・分析経費」とは関係がない。後者も対応状況が明らかではない。がん対策基

本法の趣旨に沿ったがん診療体制ネットワークの制度を一層充実・強化するために、予算

措置での一層の対応が望まれる。 

 

■分野 6 がん医療に関する相談支援と情報提供  

昨年度提案書の推奨施策である「がん患者必携の製作及び配布」（6 億円）については、

平成 22 年度予算案において「がん対策情報センターの患者必携製作費」（運営交付金の内

数）が増額されるなど、一定の反映がみられるが、がん患者全員への配布には不十分であ

る。推奨施策「がん相談コールセンターの設置」（15 億円）については、国立がん研究セン

ターへの運営交付金により、国立がん研究センターやその「患者必携相談窓口」などでの

対応予定との指摘があるが、患者必携に関する相談窓口では本格的な相談対応は難しいと

考えられる。 

 

 推奨施策「全国統一がん患者満足度調査」（15 億円）については、予算案にて「がん対策

評価・分析経費」（約 0.2 億円）が対応しているとの指摘がある。この事業は「現在のがん

対策について、政策評価に加え、がん患者等といったがん対策を真に必要とする立場から

評価を受け、その結果を分析することにより、がん患者等にとって真に必要な施策を確認

し、継続すべき事業や新たな課題等について検討を行う」とされている。推奨施策で想定

されているのは、がん患者のがん診療に関する満足度調査であり、この事業とは関連がな

い。 

 

推奨施策「相談支援センターと患者・支援団体による協働サポート」（2.4 億円）と「が

ん経験者支援部の設置」（3 億円）については、がん診療連携拠点病院や国立がん研究セン

ターにその実施が任されている状態であり、拠点病院の限られた機能強化事業費でどこま

で対応ができるのか不明確であり、推奨施策どおりの実施が望まれる。推奨施策「地域統

括相談支援センターの設置」については、現時点では未対応であり、患者の相談支援に関

わる一連の推奨施策組み込む形で、実施されることが望ましい。 

 

 がん患者の経済的負担の軽減に関わる一連の推奨施策（「外来長期化学療法を受ける患者

への医療費助成」〔10 億円〕、「社会福祉協議会による療養費貸付期間の延長」、「高額療養費

にかかる限度額適用認定証の外来診療への拡大」、「長期の化学療法に対する助成」〔20 億

円〕）については、平成 22 年度予算案では未反映である。アンケートやタウンミーティン

グでも「金の切れ目が命の切れ目となりかねない」など、多くの意見と要望がみられた推

奨施策であり、長期に高額の治療費の支払いを強いられている患者の、負担軽減は急務で

ある。厚生労働省内においても保険局や社会援護局などと連携しつつ、包括的な対応が望
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まれる。 

 

■分野 7 がん登録  

 昨年度提案書の推奨施策「地域がん登録費用の 10／10 助成金化」（10 億円）と「がん登

録法制化に向けた啓発活動」（2 億円）については、地方財政措置等において対応済みとの

指摘があるが、実効性のあるがん登録の推進を担保するためには、各都道府県における予

算執行状況についての確認が必要である。 

 

また、平成 22 年度予算における新規事業として「地域がん登録促進経費」が計上されて

いる。「地域がん登録を未だ実施していない 12 都県に対し、地域がん登録を行うよう指導

するとともに、当該データの集計・分析を行い、標準化した登録様式に適応した地域がん

登録の促進を図る」とされているが、国立がん研究センター運営交付金での予算措置であ

り、予算額や予算執行状況についての確認が必要である。 

 

 推奨施策「がん登録に関する個人情報保護体制の整備」(0.7 億円)については、研究費に

て対応しているとの指摘があるが、その内容は必ずしも明らかでない。アンケートやタウ

ンミーティングでは、がん登録の法制化にむけた意見も出ており、登録制度のあり方や実

現可能な制度設計とするための予算措置のみならず、全がん患者を対象とした登録制度や

登録のゲートとなる医療機関の定義など、制度面での包括的な対応が必要と考えられる。 

 

■分野 8 がんの予防（たばこ対策） 

 昨年度提案書における推奨施策「たばこ規制枠組条約の遵守に向けた施策」（たばこ価格

の値上げ）、「喫煙率減少活動への支援のモデル事業」（5 億円）、「学校の完全禁煙化と教職

員に対する普及啓発」（5億円）については、平成 22 年度予算案では「生活習慣病対策推進

費（たばこ・アルコール対策推進費）」（約 0.1 億円）や「健康的な生活習慣づくり重点化

事業（たばこ対策促進事業）」（約 0.5 億円）が対応していると考えられるが、金額がきわ

めて少ないこともあり、推奨施策が反映されているとは言い難い。 

 

 また、禁煙対策の普及啓発に関する推奨施策「初等中等教育におけるがん教育の推進」

については、文部科学省による対応と考えられるが、その対応状況は十分でなく、厚生労

働省のがん対策と連携した取り組みが望まれる。なお、第 11 回がん対策推進協議会（平成

21 年 12 月）では、協議会会長の発議により「たばこ税の引上げとその税収の有効活用に関

する緊急提言」が採択された。提言は、患者関係委員の提出した「たばこ税の引上げに関

する要望書」とともに厚生労働大臣に手交され、政府税制調査会は平成 22（2010）年 10 月

からの増税を決定したが、その規模は小さい。今後も予算措置のみならず制度面での対応

も含めて、包括的なたばこ対策の推進が必要と考えられる。 
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■分野 9 がんの早期発見（がん検診）  

 昨年度提案書における推奨施策である「保険者負担によるがん検診のモデル事業」（30 億

円）、「がん検診促進のための普及啓発」（10 億円）、「イベント型がん検診に対する助成」（25

億円）については、平成 22 年度予算案では「がん検診受診促進企業連携委託事業」（約 2.7

億円）や「がん検診受診率向上企業連携推進事業」（約 1.4 億円）にて対応しているとの指

摘があるが、金額がきわめて少ない。特に、保険者負担によるがん検診の推進に関する推

奨施策については、抜本的な見直しが図られていないのが実情である。 

 

 また、予算案では「女性特有のがん検診推進事業」（約 75.7 億円）が計上されているが、

平成 21 年度予算よりも減額されており、検診実施体制の確保や市町村の負担の軽減に課題

があり、今後他のがん検診に拡大されるか否かも不明確である。推奨施策「がん検診の精

度管理方式の統一化」（20 億円）や「長期的な地域がん検診事業」（3 億円）については、

研究費で対応しているとの指摘があるが、研究が事業に繋がるかは不明であり、予算案で

の対応も明らかではない。がん対策推進基本計画に規定された「受診率 50％」との目標に

は現状では程遠く、予算措置のみならず制度面での対応も含めて、検診受診率向上策が求

められている。 

 

■分野 10 がん研究  

 昨年度提案書における推奨施策である「抗がん剤の審査プロセスの迅速化」（15 億円）と

「抗がん剤の適用拡大の審査プロセスの見直し」（15 億円）については、平成 22 年度予算

案において新規事業として「未承認・適応外医療品解消検討事業」（約 0.6 億円）にて、い

わゆるドラッグラグの解消に向けた検討が始まったことにより、一定の反映がされている

と考えられる。同事業に伴い設置された「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討

会議」の議論を注視するとともに、「治験実施状況調査事業費」（約 0.1 億円）や「ファー

マコゲノミクス等利用医薬品臨床法化推進費」（約 0.05 億円）などの予算案に計上されて

いる施策と併せて、PMDA（医薬品医療機器総合機構）などの審査プロセスのみならず、新

薬に関わる臨床試験から申請、承認、承認後までの一連のプロセスにおいて、制度的な対

応も含めた包括的な対応が必要と考えられる。 

 

 推奨施策「希少がん・難治がん特別研究費」（15 億円）、「がんの社会学的研究分野戦略研

究の創設」（5 億円）、「がん患者の QOL（生活の質）向上に向けた研究の推進」（4 億円）に

関しては、研究費での対応が考えられるが、研究が事業に繋がるかは不明であり、予算案

での対応も明らかではない。がん研究の推進は将来のがん医療向上に向けた基盤整備に不

可欠であり、制度面での対応も含めた手厚い予算措置が必要である。 
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■分野 11 疾病別（がんの種類別）の対策  

 昨年度提案書の推奨施策である「疾病別地域医療資源の再構築プロジェクト」（10 億円）

については、都道府県がん対策重点推進事業において対応可能との指摘があるが、疾病別

の医療ネットワークの形成については、各都道府県や拠点病院の裁量に委ねられている面

が多く、施策の実施を担保できるものではないため、反映されているとは言い難い。 

 

 推奨施策「子宮頸がん撲滅事業」（地方財政措置・220 億円）については、法改正などが

必要と考えられるが未対応である。推奨施策「小児がんに対する包括的対策の推進」（5 億

円）については、十分な対応がなされていない。また、厚生労働省内にて雇用均等・児童

家庭局などとの連携が必要と考えられるが、その対応状況は明らかでない。がんの長期生

存者に関する問題は、小児がんのみならず成人のがんにも共通する問題であり、予算措置

のみならず制度面での対応も含めた多面的な対応が必要と考えられる。 
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昨年度提案書の 70 本の推奨施策 
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出典：「平成 22 年度 がん対策予算に向けた提案書～元気の出るがん対策～」
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2-2 がん対策（診療報酬）の現況 

 

2-2-1  「平成 22 年度診療報酬改定におけるがん領域に関する提案」について 

 

平成 22（2010）年度診療報酬改定に向けた対応については、第 10 回がん対策推進協議会

（平成 21 年 6 月）において、がん領域に関する診療報酬についての提言の必要性が指摘さ

れた。また、第 10 回社会保障審議会医療部会（平成 21 年 11 月）においては、「がん医療

の推進」が平成 22 年度診療報酬改定の基本方針の「充実が求められる領域を適切に評価し

ていく視点」に加える等、がん対策推進協議会での議論を改定に反映させるべきとの指摘

があった。 

 

これを受け、提案書取りまとめワーキンググループでは、「平成 22 年度診療報酬改定に

おけるがん領域に関する提案について」（以下、「診療報酬提案書」）を取りまとめた。診療

報酬提案書は、第 11 回がん対策推進協議会（平成 21 年 12 月）において審議の上承認され、

厚生労働大臣に提出された。診療報酬提案書では「検討事項例」として、がん領域に関す

る診療報酬改定について 26 本の推奨施策を提示した（付録 4-2「平成 22 年度診療報酬改定

におけるがん領域に関する提案について」参照）。診療報酬提案書は、第 155 回中央社会保

険医療協議会（以下、「中医協」）診療報酬基本問題小委員会（平成 21 年 12 月）に提出さ

れ、同委員会において中医協事務局（厚生労働省保険局医療課）により提出された資料と

あわせて、がん領域における診療報酬の議論が行われた。中医協における他の領域での議

論もふまえ、平成 22（2010）年 2月に中医協は平成 22 年度診療報酬改定における改定項目

案を厚生労働大臣に答申しており、平成 22 年 4 月より改定される予定である。 

 

なお、診療報酬提案書における 26 本の推奨施策（69 ページ参照）については、国のがん

対策推進基本計画にある分野別目標を基本とした各分野において、がん対策の推進にあた

って診療報酬にて評価を検討すべき具体的な項目を、「参考例」として示したものである。

以下は、この参考例に対する検討である。 

 

2-2-2 提案の、平成 22 年度診療報酬改定への反映状況 

 

・全体の反映状況 

平成 22（2010）年度診療報酬改定において、「がん医療の推進」は「充実が求められる領

域を適切に評価していく視点」に位置付けられ、診療報酬提案書の推奨施策も含め、一定

の項目において診療報酬上の評価がされている。 

 

診療報酬提案書の推奨施策について、各分野の主な反映状況をみると、全体分野「がん
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対策全般にかかる事項／がん計画の進捗・評価」、個別分野 1「放射線療法および化学療法

の推進と、医療従事者の育成」、個別分野 2「緩和ケア」、個別分野 3「在宅医療（在宅緩和

ケア）」、個別分野 5「医療機関の整備等（がん診療体制ネットワーク等）」、個別分野 7「が

ん登録」、個別分野 8「がんの予防（たばこ対策）」においては、平成 22 年度診療報酬改定

において一定の反映があったと考えられる。その他の分野においては、反映されていない

ため、今後、「患者や現場、地域の声」を広く集約するとともに、必要な科学的知見を集積

し、評価の充実に向けて、引き続き検討される必要がある。 

 

がん対策推進協議会による診療報酬提案書が厚労大臣に提出され、かつ中医協において

も議論に関わる資料とされたことは、平成 19（2007）年 4 月に発足したがん対策推進協議

会において初めてであり、画期的なことである。患者関係者や医療提供者、有識者など、

幅広いステークホルダーから構成されるがん対策推進協議会の意見や、タウンミーティン

グやアンケートの声を広く集約した本提案書など、「患者や現場、地域の声」が診療報酬や

医療政策決定プロセスに反映されることは、患者や家族の声、そして国民の視点に基づく

医療の実現に向け、今後大きな役割を果たしていくものと考えられる。平成 22 年度診療報

酬改定については、政権交代の影響や時間的な制約もあり診療報酬提案書の提出時期がず

れこむなど、中医協での検討に十分な余裕がなかったが、今後の改定への対応に向けては、

提案書策定のスケジュールや提出のタイミングなどについて、今後の課題とすべきと考え

られる。 

 

診療報酬の議論では、長期にわたって持続可能な医療提供体制を維持するという視点か

ら、税や保険料の負担増と給付の関係について、広く国民と議論した後、コンセンサスを

得たうえで決定するとともに、診療報酬を含む医療費の効率的使用と医療の質の向上が不

可欠である。この意味で、がん医療においても均てん化と標準治療の推進等によって無駄

の削減にも努めなければならない。しかし一方で、国民の死亡原因の第一位であるがんの

対策については、がん医療を提供する医療資源は脆弱であり、いわゆる「がん難民」問題

等の解決には至っていないのも実情である。このような観点から、診療報酬の重点的な評

価に基づく、がん対策の進展医療の質的・量的な充実により、国民に対して目に見える形

で、がん対策の進展という成果が提示できれば、国民の負担についても大きな理解の一助

になるものと考えられ、がん対策の進展のためには、がん医療に関する診療報酬による評

価を今後も充実させることが不可欠である。 

 

■分野ごとの反映状況 

 

・全体分野 1 がん対策全般にかかる事項／全体分野 2 がん計画の進捗・評価 

診療報酬提案書の推奨施策「がん医療の質の『見える化（可視化）』」と「がん医療の質
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の評価」については、平成 22 年度診療報酬改定においては若干反映されていると考えられ

る。例えば、DPC における「調整係数」の段階的な廃止に伴い、その一部を新たな「機能評

価係数」に置き換え、評価することとされている点が挙げられる。特に「機能評価係数」

の中で、「地域医療指数」（地域医療への貢献に係る評価）は、「地域がん登録」への参画を

含めて評価するものであり、がん医療の質の「見える化（可視化）」に不可欠な基盤である

「地域がん登録」の推進が従来にはない形で診療報酬の評価として取り入れられている。

DPC によるがん医療の質の評価については、「がん医療の質の見える化と評価」の観点から

も、評価の充実に向けて引き続き検討される必要がある。 

 

これらの施策は、平成 22 年度診療報酬改定に向けて中医協が示した「視点」のうち、「患

者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、生活の質にも配慮した医療を実現する

視点」や、「効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点」などに該当すると考え

られる。新しい考え方が含まれる推奨施策であるが、次回改定において改めて検討される

ことが必要と考えられる。また、診療報酬における評価を考慮した場合、推奨施策におけ

るベンチマーキングセンターの役割や機能評価の指標のあり方について、一定の考え方の

整理をしておくことが必要である。 

 

・分野 1 放射線療法および化学療法の推進と、医療従事者の育成 

診療報酬提案書の推奨施策「放射線療法の推進」のうち、「放射線治療の専門医、診療放

射線技師、医学物理士、放射線品質管理士の常勤での配置」は、平成 22 年度診療報酬改定

において、一定程度反映されたと考えられる。例として、「専任の放射線療法に携わる専門

的な知識及び技能を有する医師」の配置を指定要件とするがん診療連携拠点病院について、

「がん診療連携拠点病院加算」の引き上げが行われた点が挙げられる。また、「放射線治療

に関わる医療」は、平成 22 年度診療報酬改定において、一定程度反映されたと考えられる。

例として、「放射線治療病室管理加算」や「密封小線源治療における組織内照射」の点数が

引き上げられた点や、「放射線同位元素内用療法管理料」において、対象疾患が拡大された

点が挙げられる。また、強度変調放射線治療（IMRT）の大幅な適用拡大が実施されたほか、

画像誘導放射線治療（IGRT）が新規に保険収載される等、合併症の少ない放射線治療が積

極的に推進される傾向が明確に示された。 

 

推奨施策「化学療法とチーム医療の推進」のうち、「化学療法に関わる専門医や医療従事

者の配置」は、平成 22 年度診療報酬改定において、一定程度反映されたと考えられる。例

として、「専任の化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を１人以上配置」を

指定要件とするがん診療連携拠点病院について、「がん診療連携拠点病院加算」の引き上げ

が行われるとともに、同加算において算定要件に「キャンサーボードを設置しており、看

護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい」が加えられた点が挙げら
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れる。「レジメン委員会による化学療法のプロトコル管理」については、「化学療法のレジ

メン（治療内容）の妥当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録されたレ

ジメンを用いて治療を行ったときのみ算定」とされている「外来化学療法管理加算 1」の点

数が引き上げられ、評価が充実されたと考えられる。 

 

また、「栄養サポートチーム加算」が創設され、化学療法を完遂する上で欠かせない栄養

管理の体制が強化されている。なお、この栄養サポートチームは、末期がんで摂食困難と

なった患者に対する栄養管理についても重要な役割を果たすものと期待される。さらに、

処方料の加算として「抗悪性腫瘍剤処方管理加算」が創設されている。薬剤管理を含めた

さらなるチーム医療の実現が望まれる。 

 

がんの化学療法において、個々の患者の腫瘍組織の特性に応じた抗がん剤の選択が重視

されており、既に一部のがんについては化学療法の実施前に薬剤感受性を検査する「悪性

腫瘍遺伝子検査」が保険収載されている。今回改定においては、その適用が拡大し、大腸

がんの k-ras 遺伝子変異検査が認められた。抗がん剤の適正使用の観点からも、こうした

テーラーメイドのレジメンによる化学療法を行い得る環境を整えていくことは重要である。 

 

推奨施策「入院および外来化学療法の推進」については、「外来化学療法の推進」は平成

22 年度診療報酬改定において、一定程度反映されたと考えられる。例として、「外来化学療

法管理加算」1と 2の点数が引き上げられた点や、介護老人保健施設入所者に対して外来化

学療法がおこなわれた場合、抗悪性腫瘍剤と注射（手技料）の算定を可能とした点が挙げ

られる。「外来診療部門に患者対応を行う看護師の配置」は、「がん患者カウンセリング料」

が新設され、「がんと診断され、継続して治療を行う予定の者に対して、緩和ケアの研修を

修了した医師及び 6 カ月以上の専門の研修を修了した看護師が同席し、周囲の環境等にも

十分配慮した上で、丁寧に説明を行った場合に算定する」とされており、患者に丁寧な説

明を行うという観点からは、推奨施策が一定程度反映されたと考えられる。 

 

推奨施策「がんにおける診療項目の評価」については、平成 22 年度診療報酬改定におい

て、一定程度反映されたと考えられる。例として、「病理標本作成料」において術中迅速細

胞診が新設された点や、その注釈として遠隔病理診断（テレパソロジー）に関しても、「テ

レパソロジーにより行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り」との算定要

件のもとに認められた点が挙げられる。また、免疫染色の病理組織標本作製の加算として、

確定診断のために 4 種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を

実施した場合に加算が設けられている。 
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「手術療法の評価」については、外科系学会社会保険委員会連合会（外保連）作成によ

る「手術報酬に関する外保連試案」をもとに検討された難易度の高い手術の点数の引き上

げや、先進医療専門家会議及び中医協診療報酬調査専門組織医療技術評価分科会による検

討を踏まえた新規手術の保険導入などが行われており、がん領域における手術療法が評価

されたと考えられるが、その詳細については検証が必要である。 

 

・分野 2 緩和ケア 

診療報酬提案書の推奨施策「緩和ケア診療加算」については、平成 22 年度診療報酬改定

において、一定程度反映されたと考えられる。例として、「緩和ケア診療加算」の点数が引

き上げられた点が挙げられる。一方で、「緩和ケア病棟入院料」の点数は引き上げられてお

らず、「緩和ケア診療加算の外来診療への拡大」は行われていない。がん治療が外来にて行

われることが増え、緩和ケアを必要とする外来患者が増えていることから、評価の充実に

向けて引き続き検討される必要がある。 

 

推奨施策「緩和ケア研修修了者の配置」については、平成 22 年度診療報酬改定において、

一定程度反映されたと考えられる。例として、「がん性疼痛緩和指導管理料」の施設基準に

おいて、「緩和ケアチームを構成する常勤医師が以下のいずれかの研修会を修了しているこ

と」として「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針（平成 20 年 4 月 1

日健康局長通知）に準拠した緩和ケア研修会」または「緩和ケアの基本教育のための都道

府県指導者研修会（国立がんセンター主催）」等が追加されている点が挙げられる。また、

「緩和ケア診療加算」についても「緩和ケアチームを構成する常勤医師が以下のいずれか

の研修会を修了していること」として、同様の施設基準が追記されている点も挙げられる。

一方で、緩和ケアに関する専門的な診療については、評価の充実に向けて引き続き検討さ

れる必要がある。 

 

なお、がんに対するリハビリテーションの評価として、「がん患者リハビリテーション料」

が新設されている。がん患者が手術・放射線治療・化学療法等の治療を受ける際、これら

の治療によって合併症や機能障害を生じることが予想されるため、治療前あるいは治療後

早期からリハビリテーションを行うことで機能低下を最小限に抑え、早期回復を図る取組

を評価することを目的とするものとされている。算定要件として多職種共同によるリハビ

リテーション計画の作成などや、施設基準として一定の経験を有する専従の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士（うち 2 名）も定められており、がんの緩和ケアの充実に向けた

取り組みとして評価される。 

 

・分野 3 在宅医療（在宅緩和ケア） 

診療報酬提案書の推奨施策「在宅医療の充実」については、平成 22 年度診療報酬改定に
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おいて、一定程度反映されたと考えられる。「終末期にあるがん患者の緊急入院の受け入れ」

は、例として、算定要件を「急性期医療を担う病院の一般病床、介護老人保健施設、特別

養護老人ホーム及び自宅等からの転院・入院患者を、当該有床診療所の一般病床で受け入

れた場合」とする、「有床診療所一般病床初期加算」や、「救急・在宅等支援療養病床初期

加算」の新設が挙げられる。また、がん性疼痛緩和指導管理料を算定している有床診療所

は、前述の有床診療所一般病床初期加算が算定できるだけでなく、引き上げて新設された

医師配置加算１（複数医師配置の評価）を算定できるなど、地域におけるがん医療への貢

献が評価される方向にある。「手厚い在宅医療を提供する在宅療養支援診療所への診療報酬

の点数の引上げ」は、平成 22 年度診療報酬改定において、一定程度反映されたと考える。

例として、末期の悪性腫瘍等の対象となる利用者に対して、看護職員が同時に複数の看護

職員と指定訪問看護を行う場合についての評価として、訪問看護療養費、在宅患者訪問看

護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料において、「複数名訪問看護加算」が新設さ

れた点が挙げられる。 

 

推奨施策「在宅医療ネットワークの構築」については、平成 22 年度診療報酬改定におい

て、一定程度反映されたと考えられる。例として、地域連携診療計画において、退院後の

通院医療・リハビリテーション等を担う病院・診療所・介護サービス事業者等を含めた連

携と情報提供が行われた場合の評価として、「地域連携診療計画退院時指導料 1・2」や「地

域連携診療計画退院計画加算」が新設された点が挙げられる。 

 

推奨施策「医療と介護の連携」について、「後期高齢者退院調整加算の見直し」は、平成

22 年度診療報酬改定では、名称が「急性期病棟等退院調整加算」に改められるとともに、

対象年齢については後期高齢者への限定がなくなり、退院困難な要因を有する入院中の患

者（65 歳以上の患者、又は 45 歳以上 65 歳未満の特定疾病〔がんでは、医師が一般に認め

られている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された場合〕の患

者）へと変更された。「医療と介護の相互連携」は、平成 22 年度診療報酬改定では、一定

程度反映されたと考えられる。例として、退院後に介護サービスの導入が見込まれる患者

に対して、医療機関の看護師や薬剤師、理学療法士、社会福祉士などが、居宅介護支援事

業者等の介護支援専門員と、介護サービス等について共同して指導を行うこと目的とする

「介護支援連携指導料」が新設された点が挙げられる。 

 

推奨施策「大規模診療所と医療従事者の育成」については、7人以上の看護職員を配置し

た有床診療所に対して入院基本料の評価を引き上げた点や、在宅療養支援病院の要件を緩

和し、許可病床数が、200 床未満の病院に拡大している点について、一定の評価がなされた

と言える。しかしながら、在宅緩和医療の量的拡大と集約化を図るために、地域において

質の高い在宅緩和ケアを提供し、地域の在宅緩和ケアを提供する医療機関のネットワーク

Ⅰ　がん対策の現況 
 2　がん対策の現況




